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１ まちづくりの方針 

 

■見直しに当たって 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開保」という。）は、都市計画法第６条の２

の規定に基づき、都市計画区域を対象とした将来の都市づくりの方向性を示すものである。 
 
本市は、平成１８年から１９年にかけての旧津久井郡４町との合併を経て市域が大幅に拡大し、そ

れまでの都市化が進んだ首都圏南西部地域の内陸工業都市としての一面や、東京や横浜のベッドタウ

ンとしての一面に加え、豊かな自然環境を有する中山間地域も市域の一部となる等、これまで以上に

様々な個性を有する複合的な都市に変貌を遂げてきている。また、さがみ縦貫道路（首都圏中央連絡

自動車道）、リニア中央新幹線神奈川県駅の設置や、相模総合補給廠の一部返還地におけるまちづくり

等、市域のみならず周辺都市にも大きな影響を与える大規模プロジェクトが進捗しつつある一方で、

新たに市域となった中山間地域では、既に人口減少が顕著となっている地区がある等、個々の地域の

状況や課題も様々である。 
 
このような異なる地域の状況やまちづくりの課題、目指すべき方向性等を踏まえ、都市部である「相

模原都市計画区域」と、豊かな自然環境を有する「相模湖津久井都市計画区域」が共存し、区域の特

性に応じたまちづくりを進めていく必要がある。 
また、人口減少や高齢化が進む中で持続可能な都市経営に取り組んでいくことが求められており、

一体的な都市づくりを進めることは、これからのまちづくりを進めるうえで重要な視点となっている。 
以上の状況を踏まえ、２つの都市計画区域においては、１つの都市づくりを進める上で各々の区域

の特性をいかしつつ、相互に連携を図っていく必要があることから、今回の線引き見直しにおける「整

開保」の策定に当たっては、相模原都市計画区域と相模湖津久井都市計画区域の２つの区域の「整開

保」を１つに集約することとした。 
 
■「整開保」の位置付け 
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（１）本市の都市計画区域 

 
■２つの都市計画区域の範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■都市計画区域の構成 

都市計画区域名 具体の範囲 
相模原都市計画区域 南区、中央区及び緑区の一部 
相模湖津久井都市計画区域 緑区の一部 
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（２）まちづくりの方向性 

 
■将来都市構造 
本市では、「新・相模原市総合計画」において、将来の目指すべき都市の姿を概念的に将来都市

構造として示している。 

  「将来都市構造」の構築に当たっては、自然環境と都市環境が共生した活力と魅力あふれる自立

都市の実現に向け、多様な都市機能を効果的・効率的に集約し、総合的・計画的に都市基盤を整備

する等、「選択と集中」による都市づくりを進めていくことが求められている。 

  このため、３つの「都市づくりの基本目標」のもと、「ゾーン」、「拠点」及び「軸」の３つの

要素により将来都市構造を示している。 
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■まちづくりの方向性 
本市では「相模原都市計画区域」と「相模湖津久井都市計画区域」の２つの都市計画区域を有する

が、まちづくり上の様々な課題に対応していくためには、市全体として一体的なまちづくりを推進し

ていくことが必要である。そのために、以下に示す一体的なまちづくりの方向性として、コンパクト

なまちづくりとコミュニティの交流を支えるネットワークの構築を目指すものとする。 

 
■一体的なまちづくりに向けた考え方 

人口減少・少子高齢の時代を迎えてのまちづくりの考え方 

【都市づくりの基本的な方向性】 
 ○居住エリアの適正な配置と都市機能の集約化 
 ○自然環境等の保全、防災への意識の高揚 
 ○既存ストックの有効活用と長寿命化 
【都市部のまちづくりの考え方】 

・居住人口の増加又は維持、及び居住エリアの

適正な配置 
・生活に必要な機能、サービスの充実 
・都市づくりの拠点への適正な都市機能誘導と

集客・交流の拡大 
・産業機能の強化による雇用・経済の拡大 

【中山間地域のまちづくりの考え方】 

・高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせ

る環境、基盤づくり 
・地域の豊かな資源を活用した地域産業（農業

の６次産業化、観光等）の活性化 
・自然、文化や公益的機能（農林業、治山、治

水、水源かん養等）の次世代への継承 
 
 
 

都市全体における一体的なまちづくりの考え方 

【まちづくりの視点】 

○都市部と中山間地域の共存 

各地域の歴史や、地理的環境等の地域特性や資源を「長所」や「魅力」に変化させ、地域が

様々な魅力や個性を持つ多様な「まち」として発展させる 
○都市部と中山間地域の連携・交流 

各地域を結ぶ道路網や公共交通網の維持や充実により各地域が重層的に連携、交流し、市域

全体が発展していく取組を進める 

【一体的なまちづくりに向けた基本的な方針】 

①機能、役割に応じた都市づくりの拠点の適正配置 
②都市づくりの拠点間、都市部と中山間地域のネットワークの強化 
③都市部における適正な都市機能の集約と活性化 
④中山間地域における生活の拠点の維持・活性化及び集落とをつなぐ公共交通の確保 

 
 

【まちづくりの方向性】 

都市と中山間地域が共存する 

『コンパクトなまちづくりとコミュニティの交流を支えるネットワークの構築』 
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■一体的なまちづくりの方向性のイメージ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

・居住人口の維持、増加 

・居住エリアの適正配置 

・生活機能、サービスの充実 

・広域的な交流拠点への都

市機能誘導 

・集客・交流の拡大 

・産業機能の強化 
・雇用・経済の拡大 

・地域で安心して暮らせる

環境、基盤づくり 

・資源を活用した地域産業

の活性化 

・自然、文化や公益的機能

の次世代への継承 

中心市街地などを主とした

コンパクトシティと交流ネ

ットワークの形成 

自然・文化・生活・産業等の

多様な交流・コミュニティの

確立とネットワーク形成 

・生活、都市的活動の利便性 

・雇用、産業経済活動 

交流を促進する 

ネットワーク強化 

・自然、文化との交流 

・憩い、レクリエーション活動 

都市と中山間地域が共存する 

『コンパクトなまちづくりとコミュニティの交流を支えるネットワークの構築』 

都市部 

中山間地域 

持続可能な都市として、一体的に発展 
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（３）まちづくりの基本的な考え方 

① 地域の活力と活気あるまちへ 

 ａ 高齢者人口の増加を踏まえ、医療・介護等に必要な施設の立地や都市のユニバーサルデザ

インの視点に立ったまちづくりを推進する。 

 ｂ 子育て世代への対応として、保育所・放課後児童クラブ等の立地を促進するため、土地の

高度利用等を推進する。 

② 集約型都市構造への転換 

 ａ 「拡散型都市構造」から「集約型都市構造」への転換に向け、集約の中心となる拠点や機

能等について、プロジェクトの動向や各地域の特性等を考慮しつつ慎重に検討を行っていく。 

 ｂ 都市機能の充実や都市の拠点間の連絡強化を図るため、新しい交通システムの導入の推進

等都市の特性に合わせた公共交通の充実を図る。 

③ 持続可能なまちづくり 

 ａ 高齢者人口の増加に伴う社会保障給付や公共施設の改修等に要する経費等の増大が予測

される一方で、生産年齢人口の減少による市税収入等の減少も想定されることから、集約型

都市構造への転換を進めつつ、広域交流拠点の形成や新たな産業用地の創出により、地域経

済の活性化を図り、持続可能なまちづくりを推進する。 

 ｂ 再生エネルギーの活用等も視野に入れた環境負荷の低い、これからの時代を見据えたまち

づくりを推進する。 

④ 災害に強いまちづくり 

 ａ 地震災害や集中豪雨、土砂災害、中山間地域における雪害等を踏まえた、市民が安心して

安全に暮らせるまちづくりを進める。 

 ｂ 地震等による建築物の倒壊や火災延焼等による被害を最小限にとどめるため、耐震化の促

進や建築物の不燃化、道路等による延焼遮断帯の整備等の対策を進める。 

⑤ 都市部と中山間地域、それぞれの地域の個性をいかした均衡ある発展 

 ａ 都市部と水源地域・中山間地域が連携、交流しつつ、市域全体が多様な個性を持った魅力

ある都市像を追求し、それぞれの地域を結ぶ公共交通の充実や道路ネットワーク等の更なる

強化を進める。 

 ｂ それぞれの地域が持つ様々な個性や特色をいかしつつ、市域全体の発展や活性化を図る。 

⑥ 広域交流拠点の形成 

 ａ 商業・業務を始めとする多様な都市機能の集積を推進し、周辺都市と連携しつつ首都圏南

西部地域全体のポテンシャル向上に資する「広域交流拠点」の形成を図る。 

 ｂ 暮らしやすく先進的な市街地形成や多様な交通手段をいかした買い物・文化・娯楽等の魅

力あるまちづくり、教育、医療機能等の集積による人が交流できるまちづくりを進める。 

⑦ 新たな産業用地の創出 

 ａ 相模原愛川インターチェンジ周辺の土地区画整理事業等を進めるとともに、相模原インタ

ーチェンジ周辺のまちづくり構想を着実に推進することで、産業用地の創出を推進する。 

 ｂ 特区等を活用した規制緩和や立地支援等の取組により、企業誘致を推進する。 

 ｃ 大規模物流施設については、立地に伴う道路交通環境への負荷の増大等、周辺環境への影

響を見極めつつ、適正な誘導を行う。 
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⑧ 市街化区域縁辺部における適正な土地利用の誘導 

 ａ 市街化区域縁辺部の市街化調整区域において、宅地化等の進行している地域では、道路や

下水道等の都市基盤の水準が市街化区域と遜色のない程度に進んでいる場合は、市街化区域

への編入を基本として土地利用の誘導を図る。 

 ｂ 市街化区域に編入する場合には、併せて地区計画等により良好な市街地形成を将来的に担

保する。 

⑨ 緑住集落地区の維持・活性化 

 ａ 地域コミュニティの維持・活性化のために、小学校区や自治会等を単位として、生活に必

要なサービス機能等の集約による「小さな拠点」を形成し、これら拠点間の連携を図る。 

 ｂ 市街化調整区域については、地区計画等の活用を検討するとともに、地域の実情に応じた

公共交通ネットワークの維持・充実を図る。 

 ｃ 非線引き都市計画区域については、地区外からの転居者向け住宅施策や空き家バンク制度

の活用、二地域居住の推進等の検討を行うとともに、地域の実情に応じた公共交通ネットワ

ークの維持・充実を図る。 

 （緑住集落地区：「相模原市都市計画マスタープラン」において位置付けられている、「良好な

自然環境や営農環境との調和を図りつつ、地域コミュニティの維持等、地域の実需に応じた

秩序ある適切な土地利用を誘導する既存の集落地」） 

⑩ 豊かな自然環境の保全 

 ａ 近郊緑地特別保全地区や、相模川及びその周辺の自然環境は引き続き保全を図るとともに、

大規模開発等に伴う都市の緑化や市内の樹木の活用等「緑の循環」の形成等を通じ、生活の

身近なところでも自然を感じることが出来る都市空間の形成を図る。 

 ｂ 生産緑地地区は、火災の延焼防止等の防災機能や、良好な都市環境の形成に一定の役割を

果たしており、引き続き適切な対応を行う。 

 ｃ 水源地域の森林は、豊かな自然環境を有しており、急しゅんな地形等における防災機能の

役割を果たしていることから、引き続き適切に保全を図る。 

 ｄ 自然環境を活用したレジャー施設や農村環境と芸術が共存した地域等、地域の特性と民間

活力をいかした魅力あふれるまちづくりを進める。 
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２ 都市計画区域における都市計画の目標 

（１）都市計画区域の都市づくりの目標 

  【相模原都市計画区域】【相模湖津久井都市計画区域】 

『平和な社会のもと、すべての市民が生きがいと活気に満ちて、安全で安心して心豊かに暮せ

るまちを創り、心豊かな人づくりと次代に誇れるまちづくりを進め、豊かな自然を守り育て、安

全で快適な生活環境をはぐくむとともに、住み、働き、学び、集うすべての人とともに生き、個

性と創造力を発揮し、人と自然と産業が共生する活力あるまちの創造』を基本理念に、「人・自然・

産業が共生する 活力あるさがみはら」を都市像とし、その実現に向けて、総合的、体系的な都市
づくりを進める。 
○活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市 

○やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市 

○誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市～災害に強い都市～ 
 

（２）都市計画区域の範囲 

相模原都市計画区域及び相模湖津久井都市計画区域の範囲は、次のとおりである。 

都市計画区域の名称 市町名 範囲 

相模原都市計画区域 相模原市 行政区域の一部 

相模湖津久井都市計画区域 相模原市 行政区域の一部 

 

（３）都市計画区域の将来像 

相模原都市計画区域及び相模湖津久井都市計画区域の将来像は、次のとおりとする。 

【相模原都市計画区域】 

 人口・産業及び、鉄道、幹線道路網を始めとした多様な都市機能が集積されており、平坦な相

模原台地に高密度な市街地が広範囲に形成されている。これまでの機能の集積をいかしながら、

広域的な交流拠点都市として、人・もの・情報が活発に行き交う活力ある都市づくりを進めると

ともに、多様な都市機能の更なる集積による快適で利便性の高い都市環境の形成に加え、市街地

内の緑の保全・創出等により、環境と共生する質の高い都市づくりを進める。 

【相模湖津久井都市計画区域】 

   津久井湖、相模湖、宮ヶ瀬湖や相模川流域の河川等、水源地域の豊かな自然環境を有しており、

中山間地域の河川沿いの丘陵地、幹線道路沿道や鉄道駅周辺を中心に市街地が形成されている。

地域の中心的な市街地には一定の都市機能が集積しており、農林漁業との調和を図りながらゆと

りある住環境や交通環境の形成を図り、地域の特性をいかした土地利用や資源の活用等、魅力あ

る都市づくりを進める。 
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（４）地域毎の市街地像 

   相模原都市計画区域及び相模湖津久井都市計画区域における地域毎の市街地像は、それぞれの

地域の立地特性を踏まえ、次のとおりとする。 

地域区分 都市計画区域 市街地像 

中心市街地 

 

 

相模原 

 

(橋本駅周辺、相模原駅周辺、相模大野駅周辺) 

・商業・業務・文化機能の集積や交通結節点としての優れたポテ

ンシャルをいかし、広域的な交流の核にふさわしい中心市街地

としての形成を図るとともに集約型都市構造への転換を踏ま

えた市街地形成を進める。また、これらの多様な機能と都市型

住宅等の複合的な土地利用が集積した市街地の形成を図る。 

地域の拠点 相模原 

 

（淵野辺駅周辺、上溝駅周辺、小田急相模原駅周辺、東林間駅周

辺、古淵駅周辺、城山まちづくりセンター周辺） 

・主要な鉄道駅周辺等で商業機能が集積している地区や地域の特

性に応じた都市機能の集積を図る地区を地域の拠点として位

置付け、商業施設等や住宅が立地する市街地の形成を図る。 

相模湖津久井 

 

（相模湖駅周辺、藤野駅周辺、津久井まちづくりセンター周辺） 

・商業・業務機能の集積や地域の特性に応じた都市機能の集積を

いかした地域の拠点として位置付け、これらの機能の維持や必

要となる機能の集約を図るとともに、良好な自然環境資源や歴

史が織りなす観光交流の情報発信地としての市街地の形成を

図る。 

生活を支える

商業地 

相模原 

相模湖津久井 

（主要な鉄道駅周辺等） 

・主要な鉄道駅周辺や主要な幹線道路沿道地区等については、市

民の日常の購買要求に対応した商業機能を適切に誘導し、利便

性の向上を図る生活を支える商業地としての形成を図る。 

産業を中心と

した新たな都

市づくりの拠

点 

相模原 

 

（新市街地） 

・麻溝台・新磯野地区及び当麻地区は、さがみ縦貫道路（首都圏

中央連絡自動車道）相模原愛川インターチェンジ周辺という立

地特性をいかし、周辺の環境に配慮した計画的な都市基盤の整

備を図るとともに、産業用地の創出や良好な住宅環境の形成を

図る。 

相模湖津久井 （金原地区、若柳地区） 

・金原地区は、さがみ縦貫道路（首都圏中央連絡自動車道）相模

原インターチェンジ及び津久井広域道路等広域的な道路交通

の結節点という利便性をいかし、優良な農地等を有する周辺環

境と調和した良好な操業環境等の維持を図るとともに、新たな

産業用地を創出する。 

・若柳地区は、周辺の豊かな自然環境と調和を図りつつ、民間活

力をいかした魅力づくりにより、観光・レクリエーション機能

の充実を図る。 

工業・ 

流通業務地 

相模原 

相模湖津久井 

 

・おおむね整備された工業・流通業務地は、良好な操業環境を確

保し、住宅地等と隣接する工業・流通業務地は、周辺環境と調

和した市街地の形成を図る。また、既存産業の高度化等新たな

産業の受け皿としての整備を図る。 
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地域区分 都市計画区域 市街地像 

住宅地 

 

 

相模原 

 

・中心市街地、地域の拠点周辺の住宅地は中高層住宅を主体とし、

その他の住宅地は低層住宅を主体とし、地域の特性に応じた良

好な居住環境を備えた市街地形成を図る。 

相模湖津久井 ・自然環境との調和等、地域の特性に応じた良好な居住環境を備

えた市街地形成を図る。 

観光・レクリエ

ーション地 

相模湖津久井 

 

・周辺の良好な自然環境の保全を前提としながら、地域の特性を

いかした観光・レクリエーションの促進により地域の活性化を

推進する。 

・津久井湖周辺、相模湖周辺、宮ケ瀬湖周辺及び道志川周辺のレ

クリエーションの拠点や観光を中心とした産業等と連携・交流

を図るとともに、山林や水辺等の良好な自然環境をいかした景

観や水辺空間の形成を図る。 

・旧甲州街道の宿場跡等においては、歴史や風情をいかした魅力

的な景観形成を図る等、地域の実情に応じた秩序ある適切な土

地利用を誘導する。 

既存集落地 相模湖津久井 

 

・良好な自然環境や営農環境との調和を図りながら、教育、芸術、

文化機能等地域の固有の資源や特性に配慮し、生活に必要な機

能の維持及び地域間の連携、交流の促進による地域コミュニテ

ィの維持・活性化を図るため、地域の実情に応じた秩序ある適

切な土地利用を誘導する。 
 

 

（５）見直しの目標年次 

 見直しに当たっては、基準年次を平成２２年（２０１０年）、目標年次を平成３７年（２０２５

年）とする。 
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３ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（１）区域区分の決定の有無 

【相模原都市計画区域】 

相模原都市計画区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていることから、都市

計画法第７条第１項第１号イの規定に基づき、区域区分を定めるものとする。 

 

【相模湖津久井都市計画区域】 

相模湖津久井都市計画に区域区分を定めない。 

なお、区域区分を定めないこととした根拠は以下のとおりである。 

① 市街地の拡大の可能性 

人口、産業規模は、既に減少傾向にあり、今後の大きな増加が見込まれないため、市街地周

辺の土地を大量に都市的土地利用に転換せざるを得ない状況が生じる可能性は低い。 

② 良好な環境を有する市街地の形成 

地形的制約等から既存の市街地は一定の範囲に限定されており、公共施設も比較的整備され

ていることから、区域区分により都市的土地利用の拡散を制限する必要性は低い。  

③ 緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮 

市街地周辺部の自然環境保全については、地形的に開発が困難な場合が多く、また、自然環

境保全地域、保安林や農業振興地域の指定等による保全策もとられており、区域区分による積

極的な保全の必要性は低い。 

 

 

（２）区域区分の方針 

【相模原都市計画区域】 

① 市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべき人口推計及び産業の規模 

ア 人口の推計 

相模原都市計画区域の将来における人口の推計を次のとおり想定する。 

年次 

区分 
平成２２年 平成３７年 

都市計画区域内人口 約６７０千人 おおむね６８７千人 

市街化区域内人口 約６４８千人 おおむね６６４千人 

平成３７年の都市計画区域内人口については、平成２６年３月に示された「社会環境の変

化に伴う課題について」（神奈川県総合計画審議会計画推進評価部会）における地域政策圏別

の推計人口や国立社会保障・人口問題研究所の推計人口等を踏まえ、平成２２年国勢調査デ

ータを基本に推計を行った。なお、市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 
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イ 産業の規模 

相模原都市計画区域の将来における産業の規模を次のとおり規定する。 

年次 

区分 
平成２２年 平成３７年 

生 

産 

規 

模 

工業出荷額 １１，０９７億円 
おおむね 

１３，３２７億円 

卸小売販売額 １２，９４４億円 
おおむね 

１３，２２８億円 

就 

業 

構 

造 

第一次産業 
１．５千人 

（０．５%） 

おおむね １．３千人 

（０．４%） 

第二次産業 
７３．０千人 

 (２３．８%) 

おおむね ５８．５千人 

 (１９．３%) 

第三次産業 
２１６．１千人 

 (７０．３%) 

おおむね ２２２．６千人 

 (７３．３%) 

 平成３７年の工業出荷額については、神奈川県の平成２２年から平成２４年までの工業統

計調査における製造品出荷額の伸びの実績を基に推計を行った。  

 平成２２年及び平成３７年の卸小売販売額については、平成１４年から平成１９年までの

商業統計調査における年間商品販売額の伸びの実績を基に推計を行った。 

 

②  市街化区域の規模及び現在市街化している区域との関係 

相模原都市計画区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ、市街化の現況及び動向

を勘案し、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

年  次 平成３７年 

市街化区域面積 おおむね６，８２０ｈａ 

市街化区域面積は、保留フレームに対応する市街化区域面積を含まないものとする。 

 

 

   ※（参考）相模湖津久井都市計画区域及び都市計画区域外の人口 

   平成２２年が約４７千人、平成３７年において、おおむね４０千人を想定する。 

 平成３７年の都市計画区域内人口については、平成２６年３月に示された「社会環境の変

化に伴う課題について」（神奈川県総合計画審議会計画推進評価部会）における地域政策圏

別の推計人口や国立社会保障・人口問題研究所の推計人口等を踏まえ、平成２２年国勢調査

データを基本に推計を行った。 
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４ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

用途 地区名等 都市計画区域 配置の方針 

商業・

業務地 

拠点商業

地 

相模原 ・ＪＲ横浜線、京王相模原線橋本駅周辺地区は、リニア中央

新幹線神奈川県駅設置等、交通結節点としての優れた商業･

業務ポテンシャルをいかし、市街地開発事業等を促進する

とともに、首都圏南西部における広域交流の核となる拠点

商業地として位置付ける。 

・ＪＲ横浜線相模原駅周辺地区は、官公庁、文化、業務等の

施設が集積しており、また、駅北部に位置する相模総合補

給廠の一部返還を踏まえ、市街地開発事業を促進するとと

もに拠点商業地として位置付ける。 

・小田急線相模大野駅周辺地区は、市街地開発事業等の推進

による複合的な土地の高度利用がされており、広域的商業･

業務機能が集積している拠点商業地として位置付ける。 

地区中心

商業地 

相模原 ・最寄需要に対応した商業機能の集積のある淵野辺地区及び

上溝地区、大規模な団地を背景に持ち、駅前の市街地再開

発事業等を促進してきた小田急相模原地区、住宅地近隣の

商業地としてまとまりのある東林間地区並びに土地区画整

理事業により商業機能が集積している古淵地区を、地区の

中心となる商業地として位置付け、各地区の特性に応じて、

商業機能の適切な誘導を図る。 

近隣商業

地 

相模原 ・ＪＲ横浜線町田駅、矢部駅、ＪＲ相模線南橋本駅、原当麻

駅、小田急線相武台前駅の各駅周辺地区、田名地区及び久

保沢地区を、日常の購買要求に対応した商業機能を適切に

誘導し、利便性の向上を図る近隣商業地として位置付ける。 

相模湖津久井 ・中野地区の主要な幹線道路沿道周辺、ＪＲ中央本線相模湖

駅周辺地区及び国道４１２号と国道４１３号が交差する三

ヶ木交差点周辺は、商業や行政サービス機能の集積する近

隣商業地として位置付ける。 

観光商業

地 

相模湖津久井 ・相模湖の湖畔地区及び若柳地区のレクリエーション拠点

は、観光商業地として位置付け、観光レクリエーション、

文化交流及び相模湖等豊かな自然の情報発信地として観光

機能の充実を図る。 
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用途、地区名等 都市計画区域 配置の方針 

工業・流通業務地 相模原 ・橋本地区、田名地区及び淵野辺地区は、おおむね整備され

た工業・流通業務地として位置付け、麻溝台地区、大野台

地区及び町屋地区等は、周辺環境と調和のとれた工業・流

通業務地として位置付ける。 

・既存産業の高度化等新たな産業の受け皿として工業・流通

業務地の整備を図る。 

相模湖津久井 ・既存の産業集積のある金原地区を工業・流通業務地として

位置付け、生産環境の維持、保全を図るとともに、地域の

活性化や雇用の拡大に資する、新たな産業用地の創出を図

る。 

住宅地 相模原 ・住宅地については、拠点商業地や地区中心商業地を中心と

して中高層住宅地を誘導し、その周辺に低層住宅地を配置

する等段階的な密度構成を形成することにより、多彩なラ

イフスタイルの実現を図る。また、適切な土地利用の推進

のため、地区の特性をいかした地区計画、建築協定等の導

入を図る。 

相模湖津久井 ・住宅地については、主要な幹線道路沿道周辺に配置し、自

然環境と調和した、地区の特性に応じた良好な居住環境の

形成を図る。また、適切な土地利用の推進のため、地区の

特性をいかした地区計画、建築協定等の導入を図る。 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

用途・地区名等 都市計画区域 建築物の密度の構成に関する方針 

商業・

業務地 

拠点商業

地 

相模原 ・多様な都市機能の集積を図るため、適正な高密度の利用を

図る。 

地区中心

商業地 

相模原 ・市民の日常生活の身近な拠点として適正な高・中密度の利

用を図る。 

近隣商業

地 

相模原 ・地域の日常の購買要求に対応した商業地として、中密度の

利用を図る。 

工業・流通業務地 相模原 ・周辺住宅地等への影響に配慮しつつ、良好な生産環境を確

保するとともに、その用途に応じた適正な密度の利用を図

る。 

住宅地 相模原 ・拠点商業地及び地区中心商業地に立地する住宅地について

は、適正な高・中密度の利用を図る。 

・既成市街地（相南地区等）の住宅地については、その地区

特性に応じ適正な中・低密度の利用を図る。 

・市街化進行地域及び新市街地（麻溝台・新磯野地区、当麻

地区等）の住宅地については、良好な居住環境を有する住

宅地として適正な中・低密度の利用を図る。 

・良好な居住環境の形成を図るため、土地区画整理事業等が

行われる地区については、その計画理念に適合した適正な

密度の利用を図る。 
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③ 市街地における住宅建設の方針 

地区名 都市計画区域 住宅建設の方針 

良好な住宅地区 相模原 ・都市基盤、建築物とともに良好な住宅地が形成されている

ため、良好な住環境の保全とより高い水準の住環境の形成

を図る。 

拠点商業地、地区中

心商業地の地区 

相模原 ・合理的な土地利用と都市基盤の整備・改善を一体的に行う

等、商業・業務・文化施設等と調和した良質な都市型住宅

の供給を図る。 

住宅と商業施設が

混在する地区 

相模原 ・近隣商業地及び幹線道路沿いの住宅に関しては、中層化及

び高度利用を図ることにより商業・業務施設との併用を図

る。 

住宅と工場が混在

する地区 

相模原 ・工場周辺の緑化や緩衝緑地帯等の設置により、居住環境の

整備を図る。 

市街化区域内農地

の混在する地区 

相模原 ・住宅地と農地が混在している地区では、生産緑地としての

保全を図るとともに、都市基盤を確保しつつ、計画的な宅

地化の誘導に努め、農業と調和した良好な住環境の形成を

図る。 

老朽化した公営住

宅団地の存在する

地区 

相模原 ・居住水準の向上、土地の有効利用を図るための建替え等を

推進し、計画的に良好な住宅地の形成を図る。 

計画的な整備を図

る地区 

相模原 ・都市基盤を整備するとともに、環境に配慮した住宅市街地

の形成を図る。 
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④ 市街地における特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

区分 都市計画区域 土地利用の方針 

土地の高度利用に

関する方針 

相模原 ・拠点商業地については、商業・業務・文化機能等の集積を

図り、魅力ある空間を創出し、にぎわいと魅力ある広域的

な交流の拠点を形成する地区として土地の高度利用を図

る。 

・その他の商業地についても、住民の日常生活の利便に対応

する生活の拠点等として魅力を高めるため、地区特性に応

じて商業機能等の適切な誘導を図り、周辺環境との調和に

配慮した土地の高度利用を図る。 

用途転換、用途純化

又は用途の複合化

に関する方針 

相模原 ・住工混在地区においては、地域の特性に応じて混在の解消、

用途の純化、若しくは適正な共存を図り、都市環境の向上

に努める。 

・幹線道路の整備等に伴い、用途の転換を図るべき地区につ

いては、土地の高度利用、建築物の不燃化を促進する等、

地区の状況に応じた用途転換を図る。 

・拠点商業地、地区中心商業地周辺で適正な土地の高度利用

を図ることが必要な地区については、商業・業務施設等を

中心とする用途へ転換を図り、その他の地区では、周辺地

域との整合を考慮し、適切な再整備を図る。 

・橋本駅周辺地区については、商業、業務及び住宅等の複合

的な土地利用への転換を図っており、良好な市街地を形成

するため、土地区画整理事業等により、一体的に整備を進

めていく際、又は、土地利用転換がおおむね図られた際に

は、市街地環境の保全に配慮しながら、計画的にその土地

利用にふさわしい用途への転換を図る。 

・相模総合補給廠の一部返還地については、良好な市街地を

形成するため、土地区画整理事業等により一体的に整備を

進めていく際には、市街地環境の保全に配慮しながら、計

画的にその土地利用にふさわしい用途への転換を図る。 

・麻溝台・新磯野地区及び当麻地区については、良好な市街

地を形成するため、土地区画整理事業等により、一体的に

整備を進めていくとともに、市街地環境の保全に配慮しな

がら、良好な工業・流通業務地及び住宅地としての土地利

用にふさわしい用途への転換を図る。 

相模湖津久井 

 

・住工混在地区においては、地域の特性に応じて混在の解消、

用途の純化、若しくは適正な共存を図り、居住環境の向上

に努める。 
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区分 都市計画区域 土地利用の方針 

居住環境の改善又

は維持に関する方

針 

相模原 

相模湖津久井 

・都市基盤が未整備な地区及び木造住宅が密集している地区

については、建物の不燃化や生活道路、公園等の都市基盤

施設の整備等を促進し、良好な環境を備えた住宅地への整

備、誘導を図る。 

・用途混在が進行している地区については、将来の土地利用

等を勘案し、地区計画、建築協定等の導入により、良好な

住環境の形成を図る。 

・計画的に開発された住宅地では、地区計画、建築協定等の

制度を活用し、良好な住環境の維持・保全を図る。 

市街化区域内の緑

地又は都市の風致

の維持に関する方

針 

相模原 ・市街化区域内の緑地、農地等については、貴重なオープン

スペースとして保全及び活用を図る。これら緑地、農地等

が都市的土地利用に転換される場合には、周辺土地利用と

の調和が図られるよう誘導する。 

既存の工業・流通業

務地における公害

防止に関する方針 

相模原 ・工業・流通業務地の用途の純化を図るとともに、住宅と工

場等が隣接し、近接する場合については、緑化を誘導する

等により居住環境と生産環境との調和を図る。 

・地区全体の用途純化の難しい工業・流通業務地については、

街区単位の用途の純化を図り、地区の環境の向上に努める。 
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⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針 

区分 都市計画区域 土地利用の方針 

優良な農地との健

全な調和に関する

方針 

相模原 ・優良な農地については、農業振興地域等の指定等、その保

全に努める。 

災害防止の観点か

ら必要な市街地の

抑制に関する方針 

相模原 ・相模川、八瀬川、道保川、串川沿い及び段丘地等の市街地

に隣接した斜面地については、災害防止上保全を図る。 

自然環境形成の観

点から必要な保全

に関する方針 

相模原 ・近郊緑地特別保全地区や特別緑地保全地区は、都市の骨格

を形成する緑地であるとともに、市街地における緑地の中

核として、その保全を図る。 

・城山、小倉山等の自然環境保全地域及び津久井湖・城山湖

周辺等の斜面緑地は、水源地域として良好な自然環境の保

全に努める。 

秩序ある都市的土

地利用の実現に関

する方針 

相模原 ・麻溝台・新磯野地区（約９８．６ｈａ）及び当麻地区（約

４３．２ｈａ）については工業・流通業務地及び住宅地と

して、計画的市街地整備を予定しており、その事業の見通

しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行

ったうえ、市街化区域へ編入するものとする。 

・土地利用の検討を進める地区を始めとした市街化区域に接

し、人口集中地区又は既に開発整備された区域を中心に建

築物等の立地が相当程度進行している区域で、良好な市街

地環境を確保するため、原則として地区計画の策定等を行

う区域及び計画的な市街地整備を予定しており、その事業

の実施の見通しが明らかになった区域については、農林漁

業との必要な調整を行ったうえ、計画的に市街化区域へ編

入するものとする。 

・住宅市街地の開発その他建築物又はその敷地の整備に関す

る事業が行われる又は行われた土地の区域については、周

辺の市街化を促進しない等周辺の土地利用と調和した良好

な住環境等の創出を図るために地区計画等の策定を行う。 

・葉山島地区、小倉地区、中沢地区、城山地区、城北地区、

小松地区等、都市的土地利用と農業的土地利用の混在、幹

線道路沿道における無秩序な施設立地、農村集落の活力の

低下や自然環境の喪失等の課題がある、若しくは課題が発

生すると予測される地区については、それぞれの地域の固

有の資源や特性に配慮しながら、生活利便性の向上や地域

コミュニティの維持等の観点から、あらかじめ区域を設定

し、地区計画等の活用により、農地や緑地等の自然環境の

保全と市街化調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土

地利用を一体的に図っていく等、地域の実情に応じた、秩

序ある土地利用の誘導を図るものとする。 

・計画的な市街地整備の見通しのない区域で、当分の間、営

農が継続されることが確実である農地や傾斜地山林等の自

然環境が残された土地は、市街化調整区域への編入ととも

に、農林漁業と調和した保全をすることを検討する。 
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⑥ 用途地域無指定区域の土地利用の方針 

区分 都市計画区域 土地利用の方針 

優良な農地との健

全な調和に関する

方針 

相模湖津久井 ・優良な農地については、農業振興地域等の指定等、その保

全に努める。また、効率的な利用と生産性の向上や都市住

民との交流型農業の促進に努める。 

自然環境形成の観

点から必要な保全

に関する方針 

相模湖津久井 ・自然公園に指定されている宮ヶ瀬湖周辺等は、自然環境形

成上重要な要素であるため、保全を図るとともに、自然と

のふれあいの場やレクリエーションの場として活用を図

る。また、自然環境保全地域に指定されている仙洞寺山、

志田山、名倉、小渕地区や道志川等の緑地、津久井湖周辺

等の斜面緑地は、水源地域として、良好な自然環境の保全

に努める。また、相模川沿岸の斜面緑地及び国有林等の緑

地の保全を図る。 

計画的な都市的土

地利用の実現に関

する方針 

相模湖津久井 ・農地や山林と共存する既存集落地については、良好な地域

景観や生活環境を維持する等、周辺自然環境に配慮すると

ともに、教育、芸術、文化機能等、それぞれの地域の固有

の資源や特性に配慮しながら、地域コミュニティの維持や

地域の実情に応じた機能の配置等を検討し、農林漁業と調

和したゆとりある田園集落の形成を図る。 

・計画的な市街地整備の検討を行う城山津久井線周辺の金原

地区・串川地区、地域の活力やにぎわいを創出する観光拠

点の形成を図る若柳地区、また、市街化が進行している地

区若しくは予想される地区については、その土地利用計画

の見通しが明らかになった段階で、農林漁業との調整を行

い、周辺の土地利用や自然環境等との調和に十分配慮し、

地域の特性に応じた良好な生活環境の向上に資するよう、

用途地域の指定や地区計画の活用若しくは特定用途制限地

域等を検討し、計画的かつ適正な土地利用を図る。 

・用途地域が指定されている地区で、計画的な土地利用の見

通しがなく、当分の間、営農が継続されることが確実であ

る農地や傾斜地山林等の自然環境が残された土地は、用途

地域無指定区域とし、農林漁業と調和した保全をすること

を検討する。 
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（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

（２－１）交通施設の都市計画の決定の方針 

①  交通体系の整備の方針 

種別 都市計画区域 交通体系の整備の方針 

交通体系 

 

 

相模原 ・人口や産業、都市機能の集積が進んだ区域であり、さがみ縦貫

道路（首都圏中央連絡自動車道）インターチェンジの開設やリ

ニア中央新幹線神奈川県駅の設置、相模総合補給廠の一部返還

に伴う小田急多摩線の延伸等、今後、これらを契機とした更な

る発展が見込まれており、広域的な交流の連携を支えるととも

に、新たな活力の創出や生活拠点の機能強化等、集約型都市構

造への転換を踏まえた利便性の高い交通体系の確立を図る。 

相模湖津久井 ・優れた自然環境や歴史・文化等の地域資源に恵まれ、これらを

生かし発展してきた区域であり、こうした地域の特性をいかし

つつ、産業や生活の拠点形成に向けたまちづくりや拠点間の連

携等、地域の交流を支えるとともに、集約型都市構造への転換

を踏まえた交通体系の確立を図る。 

道路ネットワ

ーク 

相模原 ・周辺都市とのネットワーク形成に配慮しつつ土地利用や交通需

要への対応とともに、望ましい都市構造を誘導するための効果

的な整備を推進する。特にさがみ縦貫道路のインターチェンジ

へのアクセス道路を始めとした広域幹線道路網の充実、リニア

中央新幹線神奈川県駅が設置される橋本駅周辺地区、相模総合

補給廠の一部返還がされた相模原駅周辺地区における広域的な

交流拠点形成の基盤となる道路ネットワークの形成を図るほ

か、将来交通需要の変化に対応した幹線道路網について計画の

具体化を図り、整備を促進する。また、その構造については、

沿道環境への影響に充分配慮するとともに、安全で快適な歩行

者・自転車空間の整備を図る。 

相模湖津久井 ・現在ある道路の改良整備を推進するとともに、地域間の交流を

支える幹線道路や地域の活力を高める生活道路の整備を推進

し、道路網の充実を図る。また、その構造については、沿道環

境への影響に充分配慮するとともに、安全で快適な歩行者・自

転車空間の整備を図る。 

駅前広場 相模原 

相模湖津久井 

・地域特性及び交通特性に応じた交通機能の配置や広場の有する

美観・修景機能に配慮し、多様化する生活様式に対応した様々

な情報提供等を行う場として、良好な環境や防災的空間を確保

し、利用者の利便性、快適性、安全性の向上とともに、周辺の

土地利用と一体となった整備を図る。 
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種別 都市計画区域 交通体系の整備の方針 

公共交通機関 相模原 ・鉄道を骨格的な軸とし、バスがこれを面的に補完するものとし

て位置付け、交通結節点の整備・充実を図るとともに、地域の

実情に応じたコミュニティ交通の導入を検討する等、相互の円

滑な接続により、利便性の向上を促進する。 

相模湖津久井 ・鉄道及びバスを骨格的な軸とし、バスがこれを面的に補完する

ものとして位置付け、交通結節点の整備・充実を図るとともに、

地域の実情に応じたコミュニティ交通の導入を検討する等、相

互の円滑な接続により、利便性の向上を促進する。 

駐車施設 相模原 

相模湖津久井 

・自動車交通のふくそうにより低下した交通機能の向上とともに、

商業・業務地の活性化と良好な居住環境の創出を図り、適切な

公民役割分担のもとに、計画的な整備を図る。 

今後の交通需

要への対応 

 

相模原 

相模湖津久井 

 

・各種交通機関の役割を明確にし、交通施設の機能に応じた体系

的な整備を推進するとともに、都市の特性に応じた公共輸送機

関の充実を図る。また、自動車から公共交通機関への利用転換

の誘導等、各種交通手段の適正化を図る。 

 

②  主要な施設の配置の方針 

ア 道路 

市内各地域の連携を強化し、市域の一体化を図るとともに、交通需要の円滑な処理を図り、

首都圏の各都市との間の利便性を高めるため、自動車専用道路、主要幹線道路、幹線道路、地

区幹線道路等からなる体系的なネットワークの形成を図る。 

種別 都市計画区域 配置の方針 

自動車専用道路 相模原 ・さがみ縦貫道路（首都圏中央連絡自動車道）を配置する。 

相模湖津久井 ・中央自動車道を配置する。 

主要幹線道路 相模原 ・国道１６号線、国道１２９号線、国道４１３号、相模原町

田線、城山津久井線、町田厚木線、村富相武台線、相原城

山線、（仮称）大西大通り線を始めとした、市域の骨格と交

流を担う道路を配置し、（仮称）下九沢大島線の計画の具体

化に向けて調整する。 

相模湖津久井 ・国道２０号線、国道４１２号、国道４１３号、城山津久井

線を始めとした、市域の骨格と交流を担う道路を配置し、

(仮称)津久井広域道路の計画の具体化に向けて調整する。 

幹線道路 相模原 ・上溝昭和橋線、宮下横山台線、相原宮下線延伸部、橋本駅

西通り線、橋本駅東通り線及び相原大沢線延伸部を始めと

した、都市の連携を担う道路を配置し、（仮称）相模原駅北

口南北線、（仮称）相模原駅北口東西線、（仮称）新磯野相

武台線及び（仮称）塩田当麻線の具体化を図る。 

相模湖津久井 ・県道５１０号(長竹川尻)、県道５１３号(鳥屋川尻) 、県道

５１７号(奥牧野相模湖)、県道５１８号(藤野津久井)、金

原線、県道５２０号(吉野上野原停車場)及び県道５２２号

(棡原藤野)を始めとした、近隣区域との交流と地域の都市

活動を担う道路を配置する。 
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イ その他 

種別 都市計画区域 配置の方針 

都市高速鉄道等 相模原 ・リニア中央新幹線神奈川県駅設置や相模総合補給廠の一部

返還に伴うまちづくり計画の具体化及び既存の鉄道との結

節機能の強化を図り、広域的な交流の促進と市域の一体化

を図る体系的な鉄道ネットワークの形成を図る。 

・ＪＲ相模線については、鉄道輸送力増強のため、複線化の

実現に向けた取組を進め、公共交通ネットワークの強化を

図るとともに、下九沢地区、新磯地区においては、新駅設

置について、具体化に向けて調整する。 

・小田急多摩線については、ＪＲ横浜線相模原駅及びＪＲ相

模線上溝駅への延伸計画の具体化を図るとともに、田名地

区を経由し、愛川・厚木方面への延伸の具体化に向けて調

整する。 

・京王相模原線については、鉄道輸送力増強及び利便性の向

上に向けた取組を進め、公共交通ネットワークの強化を図

る。 

・ＪＲ横浜線については、地域分断の解消や踏切除却による

安全性の向上を目指した連続立体交差化事業の具体化に向

けて調整する。 

・交通利便性の向上や拠点間の連絡軸強化を図り、環境にや

さしいまちづくりを進めるため、新しい交通システムの導

入の計画の具体化を図る。 

駅前広場等 相模原 ・主要な駅においては交通結節点として、各種交通機関の相

互連絡を改善強化するとともに、良好な環境や防災的空間

を確保し、利用者の利便性、快適性、安全性の向上を図る

ため、必要に応じて駅前広場等を整備することとし、橋本

駅及び相模原駅駅前広場等の整備を促進する。 

駐車場 相模原 ・都市機能の強化を図るため、商業地域、近隣商業地域又は

その周辺地区で、自動車交通が著しくふくそうしている地

区、駐車需要が高い地区等は、駐車場整備地区の指定を行

うとともに、基幹的な駐車施設等は適正な規模、位置等を

永続的に確保していくものとし、公共的駐車施設に位置付

け、整備を推進し併せて民間駐車施設の整備を促進する。 
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③  主要な施設の整備目標 

ア 将来的な整備水準の目標 

種別 都市計画区域 整備水準の目標 

道路 相模原 ・１５５ｋｍ程度を目標として幹線道路網の整備を進める。 

相模湖津久井 ・８７ｋｍ程度を目標として幹線道路網の整備を進める。 

駐車場 相模原 ・駐車場については、駐車場整備の必要性の高い区域を駐車

場整備地区とし、駐車施設の整備を図る。 

・橋本駅周辺及び相模原駅周辺地区においては、既存駐車場

の有効利用を図るとともに、計画的な整備を進める。 

さらに、自転車利用者の利便性の向上を図るため、自転車

駐車場の整備を図る。 

  道路の将来的な整備水準の目標は、市域の骨格を形成する主要幹線道路、主要な地区の連携を担

う幹線道路及び地区内の主要な道路となる地区内幹線道路の総延長とする。 
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イ おおむね１０年以内に整備することを予定する主要な施設は、次のとおりとする。 

交通施設の種類 都市計画区域 交通施設の名称 

主要幹線道路 相模原 ３・３・１国道１６号線 

３・３・２国道１２９号線 

３・３・３相模原町田線 

３・４・３町田厚木線 

３・４・５村富相武台線 

（仮称）大西大通り線 

相模湖津久井 ３・３・１城山津久井線 

国道４１２号 

３・５・１国道２０号線 

国道２０号 

幹線道路 

 

相模原 ３・４・６宮上横山線 

３・４・７上溝昭和橋線 

３・４・１１相模大野線 

３・４・１５ 鍛冶谷相模原線 

３・４・１７相原大沢線 

３・５・３宮下横山台線 

３・５・５橋本駅東通り線 

３・５・６橋本駅西通り線 

３・５・７相原宮下線 

３・６・６町田新磯線 

（仮称）相模原駅北口南北線 

（仮称）相模原駅北口東西線 

（仮称）新磯野相武台線 

（仮称）塩田当麻線 

相模湖津久井 ３・６・２金原線 

県道５１７号（奥牧野相模湖） 

都市高速鉄道 相模原 小田急多摩線延伸 

駅前広場 相模原 

 

橋本駅 

相模原駅 

駐車場 相模原 橋本駅周辺地区 

相模原駅周辺地区 

おおむね１０年以内に都市計画を定める施設、着手予定、整備中及び供用する施設を含む。 
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(２－２)下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 下水道及び河川の整備の方針 

種別 都市計画区域 整備の方針 

下水道 相模原 

相模湖津久井 

・下水道については、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上、公共用

水域の水質保全を図り、浸水被害を防除するため、河川整備との連

携を図るとともに、引き続き相模川流域別下水道整備総合計画と整

合を図りながら、流域関連公共下水道の整備を進める。 

河川 相模原 

 

・河川については、都市の安全性を高めるため、河川整備や適切な維

持管理により、治水機能の向上等を図るとともに、自然環境や社会

環境、景観や水質、親水等に配慮した、人と自然に優しい河川づく

りや雨水の流出抑制を含めた総合的な治水対策を推進する。 

・特定都市河川流域については、河川及び流域の自治体が一体となっ

て浸水被害対策を図る。 

相模湖津久井 

 

・河川については、都市の安全性を高めるため、河川整備や適切な維

持管理により、治水機能の向上等を図るとともに、自然環境や社会

環境、景観や水質、親水等に配慮した、人と自然に優しい河川づく

りを推進する。 

 

② 主要な施設の配置の方針 

種別 都市計画区域 配置の方針 

下水道 相模原 

 

・本区域の流域関連公共下水道については、相模川流域下水道と整合

を図りながら、整備を進める。 

・整備済みの区域についても、施設の長寿命化及び耐震化、合流改善、

浸水被害の解消等を行い、更なる整備水準の向上を図る。 

相模湖津久井 ・本区域の流域関連公共下水道については、相模川流域下水道と整合

を図りながら、整備を進める。 

・雨天時における浸水被害の軽減・解消を図るため雨水管の整備等を

進める。 

河川 相模原 

 

・一級河川相模川、串川、鳩川及び道保川については、河川の整備計

画に基づく整備や、適切な維持管理を行う。 

・二級河川境川については、河川整備計画及び流域水害対策計画に基

づく整備や、適切な維持管理を行う。 

・二級河川小松川、本沢については、河川整備計画に基づき、適切な

維持管理を行う。 

相模湖津久井 ・一級河川相模川、串川、道志川、秋山川、金山川については、河川

の整備計画に基づく整備や、適切な維持管理を行う。 
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③ 主要な施設の整備目標 

ア 整備水準の目標 

種別 都市計画区域 整備水準の目標 

下水道 相模原 

相模湖津久井 

・おおむね２０年後には、都市計画を定めた区域全体の整備を図る。 

河川 相模原 ・一級河川相模川については、１００年又は１５０年に一度の降雨に

対応できるよう、堤防や護岸の整備や、適切な維持管理を行う。 

・一級河川鳩川、二級河川境川については、時間雨量おおむね６０ ㎜

の降雨に対応できるよう、河川整備や適切な維持管理を行う。 

・一級河川道保川については、老朽化した護岸の修繕や河床整理等を

行い、良好な水準に保つとともに、現地の状況に応じて整備を行う。 

相模湖津久井 ・一級河川相模川、串川、道志川、秋山川及び金山川については、老

朽化した護岸の修繕や河床整理等を行い、良好な水準に保つととも

に、現地の状況に応じて整備を行う。 

 

 イ おおむね１０年以内に整備を予定している主要な施設は次のとおりとする。 

種別 都市計画区域 主要な施設の整備目標 

下水道 相模原 ・流域関連公共下水道については、相模川流域下水道の整備に合わせ

て、引き続き市街化区域内の未整備区域の整備を進める。 

・施設の適切な維持管理に努めるとともに、長寿命化・耐震化を図る

ための計画的な点検・調査及び改築・更新を推進する。 

・雨天時における浸水被害の軽減・解消を図るため、雨水管の整備等

を進める。 

・合流式下水道においては、公共用水域への汚濁負荷の削減に努める

ため、分流化等を推進する。 

相模湖津久井 ・流域関連公共下水道については、相模川流域下水道の整備に合わせ

て、引き続き用途地域内の未整備区域の整備を進める。 

・雨天時における浸水被害の軽減・解消を図るため、雨水管の整備等

を進める。 

・本区域は、神奈川県における水源地域となっていることから、相模

川流域別下水道整備総合計画を踏まえ、高度処理型合併処理浄化槽

の設置等による整備により、水質保全を図る。 

河川 相模原 

 

・一級河川相模川については、河川の整備計画に基づき、堤防や護岸

の整備を行う。 

・一級河川道保川、鳩川については、河川の整備計画に基づき、護岸

や遊水地等の整備を行う。 

・二級河川境川については、河川整備計画に基づき、護岸や遊水地等

の整備を行う。 

相模湖津久井 ・一級河川相模川については、河川の整備計画に基づき、堤防や護岸

の整備を行う。 
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(２－３) その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

 ①その他の都市施設の整備の方針 

種別 都市計画区域 整備の方針 

火葬場 相模原 

相模湖津久井 

・健康で文化的な都市生活及び機能的都市活動の向上を図るため、

市街地の形成状況、人口動態に対応し、かつ長期的展望に立ち

整備を図る。 

 

②主要な施設の配置の方針 

種別 都市計画区域 配置の方針 

火葬場 相模原 

相模湖津久井 

・本市の火葬需要に対応するため、新たな火葬場を配置する。 

 

 ③主要な施設の整備目標 

種別 都市計画区域 主な施設の整備目標 

火葬場 相模原 

相模湖津久井 

・おおむね１０年以内に、新たな火葬場の整備を図る。 
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（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

  ① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

種別 都市計画区域 整備水準の目標 

市街地開発事業 相模原 ・首都圏南西部における広域的な交流拠点都市と

して、新たな都市の活力と魅力を創造し、市民

生活の利便性や快適性を高め、秩序ある都市の

発展のために、良好な市街地の形成や道路の整

備による交通環境の改善、公園緑地等のオープ

ンスペースの確保等の都市基盤の整備を図る。

また、災害に強いまちづくりを進めるにあたっ

て都市の防災機能の向上を図る。 

・中心市街地及び地域の拠点は、商業、業務、文

化機能等の集積や都市基盤の充実を図り、各種

の都市機能を高め、都市基盤の整備を推進する

とともに、市街地開発事業等による良好な市街

地の形成を図る。 

・産業を中心とした新たな都市づくりの拠点とな

るインターチェンジ周辺地区等では、都市基盤

の充実を図るとともに、新たな産業の受け皿の

創出や良好な居住環境を備えた市街地の形成を

図る。 

 

③  市街地整備の目標 

おおむね１０ 年以内に実施することを予定する主要な事業は、次のとおりとする。 

事業の種類 都市計画区域 地区の名称 

市街地再開発事業 相模原 小田急相模原駅北口地区 

土地区画整理事業 相模原 麻溝台・新磯野地区 

当麻地区 

橋本駅周辺地区 

相模原駅周辺地区 

おおむね１０ 年以内に都市計画を定める地区、着手予定、施行中及び完成を予定する事業

を含む。 
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（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 緑地・オープンスペース等の整備・保全の方針 

都市計画区域 整備・保全の方針 

相模原 ・本区域は、北東の多摩丘陵と西の丹沢山塊にある平坦な相模原台地の大部分を

占め、３段の段丘を持ち、相模川低地を含めた４段構成となっており、横山丘

陵を始めとした相模原台地の段丘を縁どる斜面緑地、相模野の面影を残す大野

台周辺に広がる平地林、相模川や道保川等の水辺空間等の自然環境が、市街地

の急速な発展を遂げてきたにもかかわらず存在している。  

・西部においては、多目的ダムを有する津久井湖、城山湖を擁し、湖面、湖畔と

数多くの特性を持っている。 

・これらの特性に基づき、本市の「水とみどりの基本計画」の基本理念である「水

源を育み 恵み豊かな自然を次世代へ～いつまでも自然と人が共生するまち

相模原をめざして～」を実現するため、良好な市街地の形成と整合を図りつつ、

公園緑地等の系統的配置を定め、自然環境の保全を図る。 

相模湖津久井 ・本区域は、３つの湖（津久井湖、相模湖、宮ヶ瀬湖）や河川（相模川、串川、

道志川等）等の水辺や区域南部に広がる蛭ヶ岳を主峰とした広大な丹沢山系の

緑地、中央に連なる丹沢山地北端の峰山や石老山、北方に連なる連行峰、陣馬

山や景信山等に囲まれており、また、都県境山稜を源とする沢井川、石砂山を

源とする篠原川等が相模湖に流入している等、優れた自然環境に恵まれてお

り、四季を通じて多くの観光客が来訪している。 

・これらの優れた自然環境の特性に基づき、本市の「水とみどりの基本計画」の

基本理念である「水源を育み 恵み豊かな自然を次世代へ～いつまでも自然と

人が共生するまち相模原をめざして～」を実現するため、公園緑地等の系統的

配置を定め、自然環境の保全を図る。 
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② 主要な緑地の配置の方針 

緑地の機能 都市計画区域 配置の方針 

環境保全系統 相模原 

 

・近郊緑地特別保全地区や特別緑地保全地区は、都市の骨格を

形成する緑地であり、市街地における緑地の中核として、そ

の保全を図るとともに、無秩序な市街化の防止を図る緑地と

して配置する。 

・生活環境の保全及び向上のため、市街化区域内農地のうち、

保全する農地については、貴重なオープンスペースとしてそ

の保全を図る。 

・保安林及び自然環境保全地域等に指定されている樹林地は、

都市の骨格を形成する緑地として、水と緑が調和した河川沿

いや湖岸の緑地とともに優良な自然環境として保全を図る。 

・ヒートアイランド現象の緩和や生物の生息・生育地となる多

様な機能を有する緑地の保全を図るとともに、より機能の向

上が図られるよう、適切に配置する。 

相模湖津久井 ・自然公園や保安林及び自然環境保全地域等に指定されている

樹林地は、都市の骨格を形成する緑地として、水と緑が調和

した河川沿いや湖岸の緑地とともに優良な自然環境として

保全を図る。 

・ヒートアイランド現象の防止や生物の生息・生育地となる多

様な機能を有する緑地の保全を図るとともに、より機能の向

上が図られるよう、適切に配置する。 

レクリエーション

系統 

相模原 

 
・住民の休息の場として、身近に利用でき、歩いて行ける範囲

に公園緑地等を地域の実態に即して配置する。 

・多様なレクリエーション需要に対応する公園緑地等を配置す

る。 

・レクリエーションの利用効果を高めるため、みどりのネット

ワークの形成を図り、緑道の整備、道路の緑化、河川緑地等

の活用により、みどりを有機的に配置する。 

・相模川の沿岸については、観光レクリエーションの拠点とし

て水辺に親しめる空間を配置する等、水資源と調和した緑地

の保全を図る。 

・道保川、八瀬川等については多自然型川づくりによる生物の

生息・生育環境に配慮した整備を図るとともに、市民が水辺

に親しめる空間を創出する。 

・史跡名勝等の文化財や歴史的遺産等を勘案した歴史公園の配

置を行う。 

相模湖津久井 ・スポーツレクリエーション需要等に対応する公園として、総

合公園を配置する。また、相模湖公園を中心とした相模湖湖

畔地域は観光レクリエーションの拠点として水資源と調和

した緑地の保全を図る。 

・相模川や道志川の沿岸、津久井湖、宮ヶ瀬湖の湖畔は、観光

レクリエ－ションの拠点として水辺に親しめる空間を配置

する等、水資源と調和した緑地の保全を図る。 
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緑地の機能 都市計画区域 配置の方針 

防災系統 相模原 

相模湖津久井 

・災害時の避難場所あるいは救援復旧活動の拠点となる公園等

を配置するとともに、避難路として緑道等を配置する。また、

近郊緑地特別保全地区の緑地等は、防災帯として保全を図

る。 

・広域的な道路等の整備に当たっては、道路の持つ防災機能を

高めるため、緑地等を配置する。 

・市街地後背の丘陵斜面緑地や保安林については、防災機能を

有する緑地として積極的に保全し、災害防止に努め、土砂流

出や崩壊等の恐れがある斜面地の緑地を保全する。 

・災害時における安全確保のため、小中学校や公園等を避難地

として配置する。 

景観構成系統 相模原 

 
・地形を踏まえ、自然的景観をいかし緑地や河川等を配置する。 

・地域の個性を踏まえ、親しみのある個性的な地区景観の創造

を図る緑地等を配置する。 

・国指定史跡等の歴史・文化的景観を、地域に根ざした郷土景

観の創造を図る緑地等として、街並みの背景となる緑地、郷

土景観を構成する緑地、地区の特性に応じた修景緑地等を配

置する。 

・地域景観を形成する緑地として津久井湖周辺、相模川流域や

市街地を取り巻く斜面緑地等の保全を図る。 

相模湖津久井 ・地形を踏まえ、自然的景観をいかし緑地や河川等を配置する。 

・地域の個性を踏まえ、親しみのある個性的な地区景観の創造

を図る緑地等を配置する。 

・史跡等の歴史・文化的景観を、地域に根ざした郷土景観の創

造を図る緑地等として、街並みの背景となる緑地、郷土景観

を構成する緑地、地区の特性に応じた修景緑地等を配置す

る。 

・地域景観を形成する緑地として、津久井湖周辺、相模湖周辺

地区、相模川流域や市街地を取り巻く斜面緑地、蛭ヶ岳から

連なる丹沢山系の緑地、県立陣馬相模湖自然公園の樹林地等

の保全を図る。 
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緑地の機能 都市計画区域 配置の方針 

地域の特性に応じ

た配置方針 

相模原 

 

・都市部における緑地は、環境保全、レクリエーション、防

災、景観構成等の機能を総合的に発揮するよう、みどりの

ネットワークの形成を図り、骨格的緑地の配置、緑地の均

衡ある配置及び安全なまちづくりのための緑地を配置す

る。 

・都市計画公園の老朽化した公園施設については、安全性確

保と機能保全を図りつつ、適切な維持管理に努めるため、

改築等による機能更新を図る。 

相模湖津久井 ・自然の豊かな山間地における緑地は、河川、湖及び山地等

を主体とした骨格となる緑地と、それらをいかした拠点と

なる緑地及び地域特性を踏まえた均衡ある緑地を適正に配

置するとともに、みどりのネットワークの形成を図ること

により、諸機能が総合的に発揮されるよう緑地を配置する。 

・都市計画公園の老朽化した公園施設については、安全性確

保と機能保全を図りつつ、適切な維持管理に努めるため、

改築等による機能更新を図る。 

 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

ア 樹林地の保全・活用 

種別 都市計画区域 都市計画制度の方針 

近郊緑地特別保全

地区 

相模原 ・近郊緑地保全区域のうち、特に良好な環境を持つ地区を、

近郊緑地特別保全地区として保全を図る。 

・(仮称)勝坂周辺近郊緑地特別保全地区については、計画の

具体化を図る。 

・相模原近郊緑地特別保全地区、相模横山・相模川近郊緑地

特別保全地区は、引き続き保全を図る。 

特別緑地保全地区 相模原 ・風致、景観が優れ、地域の生活環境を保全する緑地や、文

化財等と一体となった緑地の保全を図る。 

・(仮称)八瀬川沿い特別緑地保全地区については、計画の具

体化を図る。 

・下九沢内出緑地保全地区、若葉台南側斜面緑地保全地区は

引き続き保全を図る。 

風致地区 相模原 

相模湖津久井 

・良好な自然的環境や植生環境を維持している地域や、文化

財、寺社等のある地域等について風致地区による良好なま

ちづくりの誘導を検討する。 

自然公園等 相模湖津久井 ・水源地域である自然公園や自然環境保全地域は、水と緑が

調和した優良な自然環境として保全を図る。 

・自然の風景地を保護、保全するとともに、利用の増進を図

り、市民等の保健・休養等に役立てる緑地として活用し、

自然と共生した土地利用を図る。 
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イ 農地の保全・活用 

種別 都市計画区域 都市計画制度の方針 

農地 相模原 ・都市環境と調和した農業の保全と活用を図るため、市街化

区域内の農地のうち、将来の公園等の公共施設用地に適し

たものや、一団の優良な農地を形成するもの等を生産緑地

地区に指定する。 

 

ウ 公園緑地等の整備 

種別 都市計画区域 都市計画制度の方針 

住区基幹公園 相模原 

相模湖津久井 

・人口密度や誘致圏域のほか、地域特性を踏まえ、身近な街

区公園、近隣公園及び地区公園を適正に配置する。 

都市基幹公園 相模原 ・総合公園として、相模原北公園、城山中央公園、相模原麻

溝公園を配置する。 

・運動公園として、横山公園、淵野辺公園を配置する。 

相模湖津久井 ・総合公園として、津久井又野公園、相模湖林間公園を配置

する。 

特殊公園 相模原 ・相模川自然の村公園、道保川公園、史跡田名向原遺跡公園、

勝坂歴史公園、勝坂遺跡公園を配置し、（仮称）当麻亀形遺

跡公園、（仮称）谷ヶ原歴史公園は、計画の具体化を図る。 

広域公園 相模原 

相模湖津久井 

・津久井湖城山公園を配置する。 

 

緑地・緑道 相模原 ・都市緑地として、相模緑道緑地、横山丘陵緑地、相模原中

央緑地、道保川緑地、津久井湖城山緑地を配置する。 

相模湖津久井 ・地域特性を踏まえ、都市緑地、緑道等を適正に配置する。 

墓園 相模原 ・峰山霊園を配置する。 
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④  主要な緑地の確保目標 

ア おおむね１０年以内に指定することを予定する主要な地域地区、又は整備することを予

定する主要な公園緑地等は、次のとおりとする。 

地域地区、公園緑地等 

の種別 
都市計画区域 地域地区、公園緑地等の名称 

地

域

地

区 

近郊緑地特別保全地区 相模原 

 

相模原地区 

相模横山・相模川地区 

(仮称)勝坂周辺地区 

特別緑地保全地区 相模原 (仮称)八瀬川沿い地区 

公

園

緑

地

等 

総合公園 相模原 ５・５・３ 城山中央公園 

５・６・１相模原麻溝公園 

運動公園 相模原 ６・５・２淵野辺公園 

特殊公園 相模原 ８・４・２勝坂遺跡公園 

(仮称)谷ヶ原歴史公園 

広域公園 相模原 

相模湖津久井 

９・６・１津久井湖城山公園 

 

墓園 相模原 峰山霊園 

地域地区については、おおむね１０年以内に都市計画決定、変更する地区を含む。ま

た、公園緑地等については、おおむね１０年以内に都市計画決定、変更、整備予定、

整備中及び供用する施設を含む。 

 

イ 緑地の確保目標水準 

  おおむね２０年後までに、緑地、農地、公園等により、緑のオープンスペースとして確保す

る。 

都市計画区域 目標水準 

相模原都市計画区域 都市計画区域の約２７％（約２，９９２ｈａ） 

相模湖津久井都市計画区域 都市計画区域の約８７％（約１９，１８６ｈａ） 

 相模湖津久井都市計画区域については、都市計画区域外を含む。 
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ウ 地域地区、公園緑地等の確保目標面積（既指定分を含む）は次のとおりとする。 

地域地区、公園緑地等 

の種別 
都市計画区域 目標面積 

地

域

地

区 

近郊緑地特別保全地区 相模原 １８５ｈａ 

特別緑地保全地区 相模原 １８ｈａ 

生産緑地地区 相模原 １３１ｈａ 

公

園

緑

地

等 

住区基幹公園 相模原 ８０ｈａ 

相模湖津久井 ４ｈａ 

都市基幹公園 

 

相模原 １１６ｈａ 

相模湖津久井 １４ｈａ 

広域公園 相模原 ２ｈａ 

相模湖津久井 １１０ｈａ 

特殊公園 相模原 ２７ｈａ 

緑地・緑道 相模原 ９１ｈａ 

墓園 相模原 １６ｈａ 

 

 

（５）都市計画の見直しの方針 

  都市計画の見直しの方針については、次のとおりとする。 

都市計画区域 見直しの方針 

相模原 

相模湖津久井 

・都市計画は、社会経済状況の変化に対応して行われることが予定されている

制度であり、都市計画基礎調査の結果や社会経済状況の変化を踏まえるととも

に、都市計画決定当時の計画決定の必要性を判断した状況が大きく変化した場

合には、都市の目指すべき将来像やまちづくりの特性や実情に応じて、効果

的・効率的な都市計画の実現のため、都市計画道路、都市計画公園・緑地、市

街地開発事業等について、その必要性や配置の検証を実施し、適宜、変更・廃

止等の見直しを図る。 

・目指すべき都市像を実現するためには、相当程度の長期間を要することから、

都市計画には一定の継続性、安定性も要請されること等を考慮し、都市計画の

性格を十分に踏まえ、都市全体として施設の配置や規模等の検討を行うことに

より、その必要性や理由を明らかにした上で都市計画の変更を行うこととす

る。 
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５ 都市防災に関する都市計画の方針 

（１）基本方針等 

① 基本方針 

都市計画区域 配置の方針 

相模原 

相模湖津久井 

浸水、がけ崩れ又は火災の延焼、さらには大規模地震発生時における木造家屋の

倒壊による同時多発火災等の災害の発生危険に対する対応が求められている。この

ため、災害危険を軽減する都市構造の創出を図り、建物やライフライン施設の耐震

化、不燃化や都市基盤整備を軸に、系統だった避難地及び避難路の配置、市街地再

開発事業や土地区画整理事業等の市街地開発を推進する等、必要な施策を総合的に

展開し、都市の防災機能の向上を図る。 

 

② 都市防災のための施策の概要 

区分 都市計画区域 施策の概要 

火災対策 相模原 

相模湖津久井 

・市域の主要な交通結節点となる駅周辺における、木造建築物の

密集した地区については、道路の拡幅整備による消火活動困難

地区の解消を図るとともに、公園、緑地等の空間確保により不

燃化スペースを連担させ延焼の遅延・阻止を図る。 

・市街地後背の丘陵斜面緑地や保安林、生産緑地地区については、

防災機能を有する空間として積極的に保全し、延焼防止に努め

る。 

震災対策 

 

相模原 

 

 

・震災時の市街地大火による延焼を遮断するため、市域を鉄道、

道路等によるブロック圏に分け、それぞれのブロック圏内で、

避難や延焼の防止、災害対応ができるよう避難地や避難路等を

適正に配置し、他のブロック圏へ被害を及ぼさない都市構造の

形成を図るものとする。 

・土地の合理的な高度利用と市街地環境の改善が必要な区域につ

いては、市街地再開発事業により都市の活性化を促すとともに、

堅固な中高層の共同建築物の建設や道路、公園等の公共施設の

整備を行い、災害に強い都市構造の形成を図る。 

・計画的な市街地整備を予定している区域では、土地区画整理事

業等により、道路、公園等の公共空間が確保された災害に強い

まちづくり及び秩序ある市街地の形成を図る。 

・大規模公園の整備や避難できる場所の確保を図るとともに、避

難地を結ぶ道路及び緑道のネットワーク整備とその沿道建築物

の耐震不燃化を図るものとする。 

・市街地でのオープンスペースの確保やみどりの保全整備を図る

とともに電線類の地中化、バリアフリー化の促進、消防水利の

整備を図る。 

・これらの地域の住民が安全かつ迅速に避難地に避難できるよう

地域防災計画等により広域避難場所の確保、避難路、緊急輸送

路の整備等都市防災施設の整備の充実を図る。 

・沿岸市町が津波災害に遭った際、早期の復旧・復興を図るため、

広域的な後方応援に当たり必要となるオープンスペースについ

て、大規模な都市公園等の活用を検討する。また、後方応援拠

点の機能の充実等に当たっては、沿岸部の被災地を迅速に応援

できるよう応援体制を整備する。 
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区分 都市計画区域 施策の概要 

震災対策 相模湖津久井 ・震災時の市街地大火による延焼を遮断するため、市域を鉄道、

道路等によるブロック圏に分け、それぞれのブロック圏内で、

避難や延焼の防止、災害対応ができるよう避難地や避難路等を

適正に配置し、他のブロック圏へ被害を及ぼさない都市構造の

形成を図るものとする。 

・中山間地域における孤立化対策として、斜面崩壊や橋梁落下等

の道路災害対策等による輸送手段の確保や通信手段の確保のほ

か自主防災活動への支援等の充実を図る。 

・公園の整備や一時避難できる場所の確保を図るとともに、避難

地を結ぶ道路及び緑道のネットワーク整備とその沿道建築物の

耐震不燃化を図るものとする。 

・市街地でのオープンスペースの確保やみどりの保全整備を図る

とともに電線類の地中化、バリアフリー化の促進、消防水利の

整備を図る。 

・これらの地域の住民が安全かつ迅速に避難地に避難できるよう

地域防災計画等により広域避難場所の確保、避難路、緊急輸送

路の整備等都市防災施設の整備の充実を図る。 

・沿岸市町が津波災害に遭った際、早期の復旧・復興を図るため、

広域的な後方応援に当たり必要となるオープンスペースについ

て、大規模な都市公園等の活用を検討する。また、後方応援拠

点の機能の充実等に当たっては、沿岸部の被災地を迅速に応援

できるよう応援体制を整備する。 

土砂災害対策 相模原 

相模湖津久井 

・土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等の情報を含め、ハ

ザードマップの作成等、土地利用の適切な誘導を行うとともに

警戒避難体制の整備に努める等、防災及び減災を意識した自然

災害に強い都市づくりを推進する。 

・丘陵斜面緑地や保安林については、防災機能を有する緑地とし

て積極的に保全に努める。 

浸水対策 相模原 

 

・二級河川境川については、特定都市河川に指定がされており、

流域水害対策計画に基づき下水道整備及び流域の雨水流出抑制

対策を図る。 

・一級河川鳩川及び二級河川の整備とあわせ、これらの河川流域

における下水道の早期整備を推進するとともに、雨水の流出抑

制対策の推進を図る。 

・開発に伴う雨水流出増に対処するため、公共公益施設を中心に

貯留施設の設置等を行うことにより、一時期に流出が集中しな

いように努めるとともに、開発地内においては、河川の整備状

況等を勘案し、雨水調整池の設置等必要な措置を講ずる。 

相模湖津久井 ・開発に伴う雨水流出増に対処するため、公共公益施設を中心に

貯留施設の設置等を行うことにより、一時期に流出が集中しな

いように努めるとともに、開発地内においては、河川の整備状

況等を勘案し、雨水調整池の設置等必要な措置を講ずる。 
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参考 神奈川県における県央都市圏域の都市計画の方針 

 神奈川県では、県全体のまとまりを重視しながら、より一層のきめ細かい地域づくりを進めるため、

「地域政策圏」を設定し、目指す姿の実現に向けて、様々な施策・事業を進めている。 

 第 7回線引き見直しにおける「整開保」策定にあたり、神奈川県では「県全域」及び本市が属する

「県央都市計画圏」の基本方針が以下のとおり示されている。 

 

１ 県全域における基本方針  

(１) 都市づくりの基本方向 

① 県土・都市像 

本県は、2025(平成 37)年を展望した県土・都市像を『地域の個性を伸ばし、やすらぎと活力を

感じる都市 かながわ』とし、県民一人ひとりが生き生きとくらすことのできる、活動の場にふ

さわしい機能と空間を備えた県土・都市づくりを目指す。 

県土・都市像の実現にあたっては、「環境共生」と「自立と連携」の２つの県土・都市づくり

の方向性を定め、県民・市町村との協働のもとに、総合的かつ計画的な都市づくりを展開する。 

その際、少子高齢化の進行や将来の人口減少社会の到来等に備え、従来の「開発基調・量的拡

大」から「質的向上・県土の利用と保全」を重視する方向へと転換し、地域の個性を生かし、社

会経済の動向や環境・生活の質の向上に配慮し、選択と集中による社会資本整備、既存ストック

※の有効活用、都市づくり関連制度の積極的な運用等の“都市を運営していく”といった観点か

ら進めることで、次の世代に引き継げる持続可能な県土・都市づくりを実現する。 

特に、東日本大震災等大規模な災害を踏まえ、これからの都市づくりの新たな課題として、「大

規模災害からいのちを守る都市づくり」を加え、防災力と減災力を高める取組を強化する。 

 

※ 既存ストック： これまで整備された施設等、現在に蓄積された資源のこと。 
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② 「環境共生」の方向性 

県土の土地利用状況等を踏まえ、３つのゾーン(複合市街地ゾーン、環境調和ゾーン及び自然

的環境保全ゾーン)と「水とみどりのネットワーク」を設定する。 

ゾーンごとに環境共生の方向性を定めることで、それぞれの特性に応じ、都市環境と自然的環

境が調和したメリハリのある県土の形成を図る。 

③ 「自立と連携」の方向性 

県土や都市圏域の自立的な発展をリードする拠点を位置付け、県内外の連携や、自立した地域

の機能を支えあう地域間連携を促進するため、連携軸を設定する。 

それぞれの都市圏域では、地域の特性を生かして地域力を高めることで、個性的で自立的な発

展を図るとともに、県外や都市圏域相互における人、モノ及び情報の円滑な連携を支えるネット

ワークの充実により、より魅力的で活力ある県土・都市づくりを進める。 

 

(２) 目標年次 

2025(平成 37)年とする。 

 

(３) 都市計画の目標 

「地域の個性を伸ばし、やすらぎと活力を感じる都市 かながわ」を実現するために、選択

と集中により効率的かつ効果的に都市基盤の充実・強化を図るとともに、総合的なネットワーク

の充実・強化を図り、自立と連携による活力ある県土の形成を目指す。 

また、地形をはじめ、人、モノ及び情報の集積と流動状況や地域政策圏を踏まえた広域都市

計画圏を設定し、広域的な課題への対応方針と将来の自立した都市づくりに向けた方針を共有す

る。 

各広域都市計画圏では、地域の特性をいかし、人を引きつける魅力ある都市づくりを進める

とともに、県外や広域都市計画圏相互、拠点相互の人、モノ及び情報の円滑な流れを促す連携軸

の整備・機能強化や京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区、さがみロボット産業特

区、国家戦略特区といった新たな産業施策等との連携により、にぎわいのある利便性の高い活力

ある都市づくりを目指すものとする。 

2025(平成 37)年を目標年次とする段階は、地域の活力維持を進めている段階にあることから、

集約型都市構造※１化の取組としては、具体的な都市計画制限による措置を講じる段階ではなく、

まずは、広域的視点に基づく拠点を示し、その方向性を県民に広く知らしめて、都市機能の集約

化により着実に進めていくこととする。 

また、都市機能の集約化とあわせて、自然的環境と調和したゆとりある土地利用、地域資源

や既存ストックの有効活用、再生可能エネルギーの導入による都市の低炭素化等、環境への負荷

が少ない、環境と共生した持続可能な都市づくりを関連施策と連携しつつ推進するものとする。 

さらに、大規模な地震による家屋等の倒壊や火災、最大クラスの津波による被害、突発的・

局地的な集中豪雨による洪水や土砂災害等の自然災害から、県民のいのちを守るため、災害リス

ク情報として既に整備されている各種ハザードマップ※２等を今後の都市づくりに活用するとと

もに、自助・共助の取組と連携し、防災と減災を明確に意識した都市づくりを推進する。 
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※１ 集約型都市構造： 人口減少や高齢社会に対応するため、人や公共公益施設等の都市構

造を利便性の高い、基幹的な公共交通沿い等の地域に集約させた都市

構造をいう。 

なお、国土交通省は「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を

目指すこととし、改正都市再生特別措置法や国土のグランドデザイ

ン 2050等にこの考え方を反映している。 

※２ ハザードマップ： 自然災害による被害を予測し、その被害の範囲を地図化したもの。

予測される災害の発生地点、被害拡大範囲及び被害程度、さらには、

避難経路、避難場所等の情報が既存の地図上に図示されている。 
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２ 県央都市圏域における基本方針 

(１) 都市づくりの目標 

 

 

丹沢や相模川を中心とした森林・川・湖・清流等の自然と、活気ある都市とがバランスよく

存在する「県央都市圏域」では、水源を守り、河川沿いにつらなる豊かな自然的環境を保全・再

生するとともに、広域的な交通結節機能を踏まえた生活環境や生産環境の整備を図り、うるおい

と活力にあふれる循環型の都市づくりを目指す。 

 

(２) 基本方向 

県央都市圏域は、自然と都市とがバランスよく存在する特色を伸ばし、生かしていくことが

重要であり、自然・都市、生活・産業の調和・均衡のとれた都市づくりを進める必要がある。 

また、都市圏域全体の活力を充実させていくために、自然・歴史・文化や大学・研究機関の

集積等様々な地域資源を活用した魅力ある都市づくりを進めるとともに、広域的な交通の要衝と

しての強みを生かし、産学官連携等、多様な担い手間での交流連携を一層促進していくことが必

要である。 

さらに、大規模地震による建築物の倒壊や火災の延焼、集中豪雨による洪水等に対して、そ

の危険性と隣り合っているという現実を直視し、より減災を重視した都市づくりに取り組んでい

くことが求められる。 

 

(３) 「環境共生」の方針 

① 多彩な選択肢を提供可能な都市づくり <複合市街地ゾーン> 

ア リニア中央新幹線の中間駅の設置が予定されている橋本駅や広域拠点で交通の要衝である本

厚木駅周辺においては、県内をはじめ、東京都等県境を越えて広域的に活動する人々の多様な

ニーズに対応するため、環境との調和・共生に配慮しながら、商業・業務施設、公共公益施設、

文化・芸術施設等、多様な都市機能の集積を図ることで、広域的な交流でにぎわう、活力ある

市街地を形成する。 

イ 地域の拠点周辺及び鉄道駅周辺においては、既存の商業・業務施設や公共公益施設等の集積

を生かし、商店街の活力向上や、サービス機能の向上等を図りながら、住宅等の都市機能を充

実させることで、街なか居住を促進し、にぎわいのある市街地を形成する。 

ウ 特に、ＪＲ相模原駅に近接する米軍施設の一部返還予定地や海老名駅等の駅に近接する大規

模な土地利用の転換が見込まれる地域については、環境との調和・共生に配慮しながら、土地

の高度利用と複合利用を図りつつ、商業・業務、文化等の多様な都市機能を集積することで、

交通利便性を生かした地域の拠点としてふさわしい市街地整備を推進する。 

エ さがみ縦貫道路や新東名高速道路等の整備により、都市圏域や神奈川県を越えてますます高

まる交流連携機能を生かし、幹線道路沿線に立地した既存の工業団地においては、さがみロボ

ット産業特区の取組等、産業振興施策と連携しながら、既存の産業集積を生かした企業の誘致

を進め、工場生産機能の強化、研究開発機能やそれに関連する企業等の新たな産業の集積を図

ることで、産業活力の向上を図る。 

森や川と共生し、うるおいと活力あふれる都市づくり 
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オ また、産業構造の転換等に伴う企業の撤退により発生した工場跡地等については、必要に応

じて地域の実情を踏まえた土地利用規制の見直しを行い、適切な都市機能の集積を図る。 

カ 産業活動の活発化等に伴い予想される自動車交通量の増加を抑制するため、カーシェアリン

グをはじめとした交通需要マネジメント(ＴＤＭ)に取り組む。また、郊外の住宅地と中心市街

地を結ぶバス等の公共交通機関を充実することで、高齢者等の活動を支えるとともに、過度に

自動車に依存しない環境にやさしい交通体系の構築を目指す。 

キ 大規模地震による建築物の倒壊や火災の延焼を抑制するため、耐震診断、耐震改修、不燃化

等を促進する。特に、災害拠点となる建築物、緊急輸送路沿いの建築物、不特定多数の人が利

用する建築物については、重点的に耐震化に取り組む。 

ク 境川、引地川等の流域の都市化が進んだ河川において、河道や洪水調節施設の整備とあわせ、

雨水貯留浸透施設の整備等の流域対策や、水害を軽減するためのソフト施策を促進する。 

② ゆとり志向に対応した、魅力ある地域環境の維持・充実 <環境調和ゾーン> 

ア 相模川等の河川の沿岸地域に広がる水田や河岸段丘に形成された斜面緑地等、市街地周辺に

残された農地や緑地の保全を図る。 

イ 担い手不足により増加傾向にある耕作放棄地については、新規就農者の人材育成や市民農園

としての活用等、多様な担い手により農地の保全を図る。 

ウ 丹沢大山や津久井の山すその農地・森林等は、隣接する「自然的環境保全ゾーン」との連続

性を踏まえて保全を図る。 

エ 市街地周辺に残る谷戸や里地里山等の自然的環境は、所有者、地域住民、企業等多様な担い

手による保全・再生を図る。また、都市住民の自然志向等の多様なニーズの受け皿として、身

近なレクリエーションや自然環境教育、体験・交流の場として活用を図る。 

オ 農林水産業の振興等の観点から、既存集落の活力や生活環境の維持が必要な場合には、周辺

地域の市街化を促進しない範囲で、地区計画に基づく土地利用の整序誘導や、地域の実情に応

じたモビリティの確保等を図る。 

カ さがみ縦貫道路、新東名高速道路、厚木秦野道路(国道 246号バイパス)の整備に伴い新設さ

れるインターチェンジや、スマートインターチェンジ、さらには、東名高速道路に設置する(仮

称)綾瀬スマートインターチェンジの周辺では、広域的な交流連携機能を生かし、企業の立地

ニーズにこたえる産業用地を創出し、新たな産業や物流機能の集積を図る。 

③ 多様な担い手による自然的環境の保全・再生 <自然的環境保全ゾーン> 

ア 神奈川の重要な水源地である相模川流域の上流部に広がる森林の保全・再生を図り、水源か

ん養機能が高い森林とすることで、良質で安定的な水資源の確保を図る。 

イ 県と市町村が連携し、地域の林業による自立的な営みのほか、ボランティア団体や民間企業

と協働して、森林等の自然的環境の保全・再生を図る。 

ウ 中山間地域を、都市で生活する人々の身近なレクリエーションや健康づくりの場として活用

するため、地域の実情に応じたモビリティの充実を図る。 

エ 「丹沢山麓景観域※」、「やまなみ・酒匂川景観域※」を形成する丹沢大山、津久井一帯に広が

る森林が織り成す山なみ景観の保全を図る。 

※ 景観域：「神奈川景観づくり基本方針」(平成 19年８月策定)において、地域の特性を踏ま

えた目標景観像を共有するため、地勢等を踏まえて設定された地域区分のこと。
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(４) 「自立と連携」の方針 

① 自立に向けた都市づくり 

ア 新たなゲート 

(ア) 「北のゲート」として、リニア中央新幹線の中間駅の整備に取り組むとともに、首都圏や

全国との交流連携を実現するゲート機能を備えた拠点の形成を進め、「南のゲート」との連

携を図りながら、新たな環境共生型の拠点づくりを進める。 

イ 広域拠点 

(ア) 「本厚木駅周辺」及び「橋本駅周辺」では、それぞれの地域特性を生かして、県央都市圏

域全体の自立をけん引する拠点づくりを進める。 

ウ 地域の拠点 

(ア) 「相模大野駅周辺」、「ＪＲ相模原駅周辺」、「大和駅周辺」、「海老名駅周辺」、「座間市中心

市街地」、「綾瀬市中心市街地」及び「愛川町役場周辺」では、県央都市圏全体の自立を支え、

地域における日常生活のニーズにきめ細かく対応する拠点づくりを進める。 

② 連携による機能向上 

ア 県土連携軸 

(ア) 都市圏域全体の交通利便性の向上により交通渋滞の緩和を図るとともに、新たな産業活力

の創出に向けて、南北ゲートを有機的に結び、湘南都市圏域や東京市部等との南北方向の交

流連携を深めるため、「相模軸」を構成する「ＪＲ相模線」の複線化に取り組むとともに、

「国道 129号」及び「(都)下今泉門沢橋線」の整備等を進める。 

(イ) 「北のゲート」の機能を本都市圏域の内外に広めるとともに、近接する大都市等の市場と

の交流を促進するために、川崎・横浜や山梨方向の連携を図る軸として、「川崎多摩相模原

軸」を構成する「小田急多摩線」の横浜線・相模線方面への延伸に取り組むとともに、「横

浜厚木軸」を構成する「県道 40号(横浜厚木)」の整備、「橋本津久井軸」を構成する「津久

井広域道路」の整備等を進める。また、東京市部・区部方向の連携軸である「厚木東京軸」

の機能強化として、東名高速道路への利便性を高める「(仮称)綾瀬スマートインターチェン

ジ」の設置や、「県央足柄軸」を構成する「新東名高速道路」、「厚木秦野道路(国道 246号バ

イパス)」等の整備、「厚木世田谷軸」を構成する「小田急線」の輸送計画の改善等に取り組

む。 
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(５) 将来都市構造(イメージ図) 
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